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公告第８号 

 

物資供給規則の一部改正について 

 

  物資供給規則の一部を次のとおり改正することについては、地方公務員等共済組合法第

１０条第２項の規定により、平成１９年３月２０日付けで理事長において専決処分したの

で公告する。 

 

    平成１９年３月２２日 

 

                                                   長野県市町村職員共済組合 

                                                     理事長  林   新  一  郎         

 

      物資供給規則の一部を改正する規則 

  物資供給規則（昭和５０年制定）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「組合の長期経理」を「預託金管理経理」に改める。 

      附  則 

  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 


